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通算 842号 2017年 11月 13日発行 

 

平成29年人事院勧告 

 
平成29年人事院勧告に沿った給与制度の改正について、法人と団体交渉を行いました。 

今年の人事院勧告では給与が下がる勧告はなく、全ての方が増加になります。主な変更点は 

 

1. 初任給  \1,000引き上げ（一般職）    (平成29年4月1日に遡及) 

2. 基本給  おおよそ\400の引き上げを基本とする   (平成29年4月1日に遡及) 

3. 医師免許調整手当 \100引き上げ     (平成29年4月1日に遡及) 

4. 勤勉手当  1年分の支給割合を0.1ヶ月分引き上げ  (平成29年12月から) 

5. 若年層の昇給 平成27年1月1日に抑制された昇給を1号給回復   (平成30年4月1日から) 

   平成27年1月1日に昇給抑制され、平成30年4月1日に33歳に満たない人が対象 

6. 附属学校園の教員 長野県人事委員会の勧告に沿って変更する。 

 

7. 55歳を超える職員（一般職６級相当以上）の1.5%減額支給の廃止  (平成30年4月1日から) 

 

8. 平成26年人事院勧告による給与減額の経過措置を平成30年3月31日に廃止する。 

廃止に伴う減額分を原資として上記5を実施する。 

 

です。1～6が今年の人事院勧告で、7, 8は過去の人事院勧告によるものです。1～7は増加です。8によって一部の方

は減額になりますが、該当する方は平成27年4月1日からの3年間での昇給額が平成26年人事院勧告による減額分に

達しなかった方で、すでにある程度号給の高い方が対象になると考えられます。また該当する方は、号給に応じて年

齢もそれなりの方で、7に該当する可能性もあり、全ての変更を考慮すると必ずしも減額になるとは限りません。以上の

ことを踏まえ、組合は今年の人事院勧告に対する団体交渉について合意することとしました。 

 

人事院勧告と異なるのは、5の該当者が、人事院勧告では37歳未満のところ、信州大学では33歳未満となったところで

す。異なる理由は、人事課の見立てでは、国家公務員の年齢構成と信州大学教職員の年齢構成を比較した場合、信

州大学の方が若年層の割合が高いため、国家公務員では8で捻出できる金額で37歳未満まで昇給を回復できますが、

信州大学では３３歳までということでした。 

いずれにしても、これまで信州大学は人事院勧告に完全準拠してきましたが、今回は信州大学の実情に合わせて

人事院勧告と異なる変更をしました。今後は大学の実情を示すことで、実情に即した給与変更もありえるということを意

味します。 

組合としては、教職員の方々の声に耳を傾け、大学の実情を把握して、給与に限らず信州大学の職場環境改善を

法人に訴えていきたいと考えています。大学の実情把握のために、みなさまにご協力をお願いすることがあると思いま

すが、よろしくお願いします。 
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